
参考資料７ 
 

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る
事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 
（医療広告ガイドライン）（抄） 

（平成 19 年３月 30 日付医政局長通知により周知、平成 20 年 11 月４日一部改正） 

 

第３ 広告可能な事項について 

５ 広告可能な事項の具体的な内容 

（１１）法第６条の５第１項第１１号関係０２ 

ア 検査、手術その他の治療の方法 

④自由診療のうち、保険診療又は評価療養若しくは選定療養と同一の検査、手術そ

の他の治療の方法（広告告示第２条第４号関係） 

「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第１項に規定

する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付

（以下「医療保険各法等の給付」という。）の対象とならない検査、手術その他の治療

の方法のうち、第１号又は第２号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法（た

だし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合

に限る。）」とは、美容等の目的であるため、公的医療保険が適用されない医療の内

容であるが、その手技等は、保険診療又は評価療養若しくは選定療養と同一である

自由診療について、その検査、手術その他治療の方法を広告可能であること。 

 ただし、公的医療保険が適用されない旨（例えば、「全額自己負担」、「保険証は使

えません」、「自由診療」等）及び標準的な費用を併記する場合に限って広告が可能

であること。ここでいう標準的な費用については、一定の幅（例えば、「５万～５万５千

円」等）や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担すること

になる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。別に麻酔管理料や

指導料等がかかる場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすい

ように記載すること。 

（例）・顔のしみ取り 

   ・イボ・ホクロの除去 

   ・歯列矯正 

 

⑤自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器を用いる検査、

手術その他の治療の方法（広告告示第２条第５号関係） 

 「医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品又は医

療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法（ただし、医療保険各法等の給付の

対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。）」とは、公的医療保険

が適用されていない検査、手術その他の治療の方法であるが、薬事法の承認又は認



証を得た医薬品又は医療機器をその承認等の範囲で使用する治療の内容について

は、広告可能であること。 

ただし、公的医療保険が適用されない旨（例えば、「全額自己負担」、「保険証は使

えません」、「自由診療」等）及び標準的な費用を併記する場合に限って広告が可能

であること。ここでいう標準的な費用については、一定の幅（例えば、「１０万～１２万

円」等）や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担すること

になる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。別に麻酔管理料や

服薬指導料等がかかる場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりや

すいように記載すること。 

また、薬事法の広告規制の趣旨から、医薬品又は医療機器の販売名（販売名が

特定可能な場合には、型式番号等を含む。）については、広告しないこととすること。

医師等による個人輸入により入手した医薬品又は医療機器を使用する場合には、仮

に同一の成分や性能を有する医薬品等が承認されている場合であっても、広告は認

められないこと。 

（例）・内服の医薬品によるＥＤ治療 

   ・眼科用レーザ角膜手術装置の使用による近視手術の実施  



医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針 
（医療機関ホームページガイドライン）（抄） 

         （平成 24 年９月 28 日付医政局長通知により周知） 

２ 基本的な考え方 

医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、次のような考え方に基づき、医

療法（昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。）により限定的に認められた事項以

外は、広告が禁止されてきたところである。 

①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘

引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。 

②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手は、その文言から提供

される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。 

また、国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、上記の

考え方は堅持しつつ、客観性・正確性を確保し得る情報については、広告可能とする

こととして順次拡大されてきた。 

一方、インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となって

いる現状において、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関について、例え

ば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と、受診時における医療機関か

らの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載されている情報を契機として発

生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている。 

このため、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととす

るものの、ホームページの内容の適切なあり方について、本指針を定めることとした

ものである。 

 

５ ホームページに掲載すべき事項（自由診療を行う医療機関に限る。） 

（１）  通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項 

自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機

関ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止

する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の

名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民・患者を誤認させ不当

に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、平均的な費用や治療期間・回数

を掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。平

均的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金

額までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。 

また、当該情報の掲載場所については、当該情報を閲覧する者にとって分かりや

すいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点・長所

に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用することは



控えること。 

 

（２）  治療等のリスク、副作用等に関する事項 

自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、そのリスク等についての

情報が乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えないおそれ

があるため、利点等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引す

べきではなく、国民・患者による医療の適切な選択を支援する観点から、そのリスク

や副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、国民・患者に対して適切かつ十

分な情報を提供すること。 

また、当該情報の掲載場所については、上記（１）と同様、当該情報を閲覧する者

にとって分かりやすいよう十分に配慮すること。 

 

（注）ここでいう「自由診療」とは、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律

第 80 号）第７条第１項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並び

に公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならな

い検査、手術その他の治療の方法をいう。 

また、「保険診療」とは、例えば、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示

第 59 号)に規定する検査、手術その他の治療の方法等、医療保険各法等の給付対

象となる検査、手術その他の治療の方法をいう。 


